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                                  変 動 金 利定期預金＜利払型（単利型）＞   

                                    （2007年2月1日現在） 

１．商品名と概要 ・変動金利定期預金＜利払型（単利型）＞ 

 

 

 

 

 

半年ごとに金利が変動する定期預金。金利上昇期は有利な定期預金です。 

お預入期間は１年から３年まで。 

２．ご利用いただける方 ・個人および団体のお客さま 

・この預金には、払い戻しに関する期間の定め（満期日）があります。 ３．期  間 

なお定型方式の場合は、お預け入れ時のお申し出により自動継続（元金継続また

は元利継続）のお取り扱いができます。 
  
 
（1）定型方式 ・お預け入れ日から次の定型期間が経過した応答日を、満期日として指定するこ

とができます。 

（2）満期日指定方式 ・１年超３年未満の任意の日（ただし、上記定型方式に該当する日を除きます）

を、満期日に指定することができます。 
 

 

１年、２年、３年 

４．お預け入れ  

(1)お預け入れ方法 ・一括してお預け入れいただきます。 

(2)お預け入れ金額 ・１００円以上（１円単位） 
  

５．払い戻し方法 ・満期日以後に元金とお利息を払い戻しいたします。 
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６．利  息  

(1)適用金利 ・お預け入れ後6か月間はお預け入れ時の店頭表示利率を約定利率として適用し、

お預け入れ日から6か月ごとに変更します。 

・預入日または6か月ごとの利率変更日におけるスーパー定期預金またはスーパー

定期預金300、または自由金利型定期預金の6か月ものを指標金利とした利率設

定方法により適用利率を変更します。 

 

(2)利払い方法 

(3)計算方法 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中間利払日（お預け入れ日から満期日の前日までの間に到来するお預け入れ日

の6か月ごとの応当日）および満期日に分割してお支払いいたします。 

なお、中間利払日にお支払いする利息は、お預け入れ日または前回の中間利払

日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率（約定利率〔利率

を変更したときは変更後の利率〕×70％。小数点第4位以下切り捨て）により計

算します。 

 

（例）３年満期の場合 

   元金（付利単位1円）×日数×中間利払利率（約定利率×0.7） 

               365日 

①中間利息１＝預入日から預入日の6か月後応当日前日まで 

②中間利息２＝預入日の6か月応当日から預入日の1年後応当日前日まで 

③中間利息３＝預入日の1年後応当日から預入日の1年6か月後応当日前日まで 

④中間利息４＝預入日の1年6か月後応当日から預入日の2年後応当日前日まで 

⑤中間利息５＝預入日の2年後応当日から預入日の2年6か月後応当日前日まで 

・付利単位を１円とし、１年を３６５日とする日割計算を行います。 
 

お預かり金額 「基準指標」となる預金利率 

300万円未満 スーパー定期／6か月の利率 

300万円以上 スーパー定期300／6か月の利率 

1,000万円以上 自由金利型定期預金／6か月の利率 

（例）金利変動イメージ図 

 変動金利定期預金の金利

７．税  金 

 

 

・個人のお客さま･･･20％の源泉分離課税（国税15％・地方税5％） 

※ただし、マル優ご利用の場合は除きます。 

・団体のお客さま･･･総合課税（ただし、非課税法人の場合は非課税） 

８．    手 数 料  ─── 

 
 

 

 

 

 

 

※上図は商品のしくみを説明するための例であり、実際に適用される金利の動きでは

ありません。実際の適用金利等は、店頭までお問い合わせください。 

6か月後預入日 1年後 1年6か月後 2年後 2年6か月後

●

当初約定利率

指標金利
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９ ．付加できる特約条項 

(1)当座貸越 ・個人のお客さまの場合、自動継続の定期預金を、総合口座取引の担保定期預金

として組み入れ、総合口座の普通預金口座からの貸越（残高がマイナスになる

こと。当座貸越といいます。）を利用することができます。 

・総合口座の当座貸越限度額は、定期預金の合計額（積立定期預金およびエース

預金もご利用の場合は合算します）の90％（千円未満切り捨て）または300万円

のうちいずれか少ない金額とします。 

・貸越利率は、担保とする定期預金の約定利率に0.50％を上乗せした利率となり

ます。なお担保預金が複数ある場合は約定利率の低い方から適用されます。 

(2)マル優 ・個人のお客さまは、マル優（障害者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」）

がご利用できます。 

10．期限前解約（中途解約）
の取り扱い 

・満期日前に解約する場合は、解約日までに経過した各中間利払日数および以下

の預入期間に応じた期限前解約利率（小数点第4位以下切り捨て）により計算し

た利息ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日まで

の日数および以下の預入期間に応じた期限前解約利率（小数点第4位以下切捨

て）により計算した利息の合計額とともに払い戻しいたします。 

 

・中間利払い済みの場合、利息計算の結果、支払済みの中間利息が中途解約利息
額を上回る場合があります。その場合、利息の差額分は解約元金から精算いた
します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 途 解 約 利 率 預入日から 
解約日までの期間 

1年以上3年未満の変動定期 3年の変動定期 

6カ月未満 普通預金利率 普通預金利率 

約定利率×50％ 約定利率×40％ 6カ月以上1年未満 

1年以上1年6か月未満 約定利率×70％ 約定利率×50％ 

1年6カ月以上2年未満 約定利率×70％ 約定利率×60％ 

2年以上2年6か月未満 約定利率×70％ 約定利率×70％ 

2年6か月以上3年未満 約定利率×70％ 約定利率×90％ 

※「普通預金利率」とは、解約日における利率 

・この預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内（１人あたり当金庫での預

金等総額のうち元本1,000万円までとその利息等）で保護されます。 
11．預金保険制度 

・店頭にてご覧いただくか、または中央労働金庫ホームページにてご確認くださ

い。【中央労働金庫ホームページ
12．金利情報の入手方法 

http://chuo.rokin.com】 

13．その他参考となる事項 ・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金の利率により

計算します。 

中央労働金庫 
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http://chuo.rokin.com/

